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こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
報
告
）

［
こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
の
あ
り
方
検
討
会
議
（
平
成
2
9
年
3
月
）
］

専
修

学
校

に
求

め
ら

れ
る

役
割

・
機

能

産
業

構
造

・
就

業
構

造
等

の
変

化
の

中
で

、
我

が
国

の
産

業
を

担
い

、
実

践
的

に
活

躍
し

、
牽

引
し

て
い

く
専

門
職

業
人

の
養

成
が

必
要

。

課
 

 
題

専
門

職
業

人
養

成
に

重
要

な
役

割
を

担
う

「
職

業
教

育
」

に
対

す
る

社
会

の
認

識
不

足
役

割
･機

能
①
 
「

実
践

的
な

職
業

教
育

に
最

適
化

し
た

高
等

教
育

機
関

」
の

制
度

化
に

よ
り

、
産

業
全

体
の

生
産

性
等

を
高

め
る

と
と

も
に

、
「

専
修

学
校

」
は

職
業

能
力

の
育

成
等

を
目

指
し

た
実

学
の

学
校

と
し

て
、

多
様

な
産

業
分

野
に

お
い

て
地

域
産

業
を

担
い

実
践

的
に

活
躍

す
る

専
門

職
業

人
の

養
成

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
引

き
続

き
重

要
。

課
 

 
題

専
修

学
校

の
制

度
的

自
由

度
の

高
さ

と
質

保
証

の
両

立
役

割
･機

能
②
 

学
修

成
果

（
ﾗ
ｰ
ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｱ
ｳ
ﾄ
ｶ
ﾑｽ

ﾞ
）

が
よ

り
問

わ
れ

る
状

況
に

あ
る

。
専

修
学

校
は

、
職

業
に

直
結

す
る

教
育

を
行

う
学

校
と

し
て

、
そ

の
実

績
を

今
後

と
も

着
実

に
積

み
重

ね
、

質
保

証
・

向
上

に
向

け
た

不
断

の
取

組
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

。

課
 

 
題

多
様

な
学

び
の

機
会

の
保

障
役

割
･機

能
③
 

専
修

学
校

は
、

多
様

な
学

習
ニ

ー
ズ

に
応

え
、

多
様

な
職

業
の

選
択

肢
を

提
供

す
る

教
育

機
関

と
し

て
、

学
び

の
ｾｰ

ﾌ
ﾃ
ｨ
ﾈ
ｯﾄ

と
し

て
の

役
割

が
引

き
続

き
重

要
。

専
修

学
校

は
、

学
校

教
育

法
上

の
教

育
機

関
で

あ
り

、
職

業
実

践
的

な
教

育
を

通
じ

、
人

間
性

の
涵

養
の

た
め

の
教

育
を

実
践

。
時

代
に

先
駆

け
る

存
在

と
し

て
、

専
修

学
校

制
度

の
特

質
を

維
持

し
つ

つ
、

多
様

性
に

富
ん

だ
教

育
の

一
層

の
向

上
支

援
が

求
め

ら
れ

る
。

専
修

学
校

振
興

の
必

要
性

骨
太

方
針

の
イ

メ
ー

ジ

②
質
保
証

･向
上

①
人
材

養
成

③
学
習

環
境

社
会
人

受
入
れ

ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
化

実
践
的
な

産
学
連
携
教
育

積
極
的
な

質
保
証

地
域
の

人
づ
く
り

魅
力
発
信

基
盤
整
備

教
育
体
制

充
実

修
学
支
援

職
業

実
践

専
門

課
程

専
修

学
校

の
取

組

先
進

的
な

取
組

着
実

な
取

組

地
域
の

人
づ
く
り

(２
)高
度
化
・
改
革

支
援

よ
り

優
れ

た
専

修
学

校
の

取
組

を
応

援

３
つ
の
柱

重
点
タ
ー
ゲ
ッ
ト

２
つ
の
横
断
的
視
点

(１
)特
色
化
・
魅
力

化
支
援

専
修

学
校

教
育

全
体

の
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ﾙ
ｱｯ

ﾌﾟ
・

地
位

向
上

を
応

援

具
体

的
施

策

■
実
践
的
な
産
学
連
携
教
育

・
産

学
連

携
に

よ
る

教
育

手
法

の
確

立

■
社
会
人
受
入
れ

・
社

会
人

の
学

び
直

し
促

進
の

具
体

的
展

開
・

社
会

人
学

び
直

し
の

た
め

の
企

業
等

に
よ

る
支

援

■
グ
ロ
ー
バ
ル
化

・
総

合
的

な
留

学
生

施
策

・
職

業
教

育
の

国
際

通
用

性
の

確
保

■
積
極
的
な
質
保
証

・
職

業
実

践
専

門
課

程
を

基
軸

と
し

た
質

保
証

・
向

上
の

更
な

る
充

実

■
地
域
の
人
づ
く
り

・
高

等
専

修
学

校
の

機
能

強
化

■
地
域
の
人
づ
く
り

・
組

織
的

・
自

立
的

な
教

育
活

動
展

開
の

た
め

の
産

学
連

携
の

体
制

づ
く

り

■
教
育
体
制
の
充
実

・
教

職
員

の
資

質
能

力
向

上
の

推
進

■
魅
力
発
信

・
専

修
学

校
に

つ
い

て
の

積
極

的
な

情
報

発
信

・
専

修
学

校
の

理
解

促
進

の
た

め
の

高
等

学
校

等
教

員
研

修
の

充
実

等

■
基
盤
整
備

・
専

修
学

校
の

教
育

基
盤

整
備

支
援

■
修
学
支
援

・
修

学
困

難
な

専
門

学
校

生
に

対
す

る
経

済
的

支
援

の
あ

り
方

検
討

・
イ

ン
ク

ル
ー

シ
ブ

教
育

シ
ス

テ
ム

の
実

現

※
「
こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
報
告
）
」

文
部
科
学
省
Ｈ
Ｐ

ht
tp
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w

w
w
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ex
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/b

_m
en

u/
sh

in
gi

/c
ho

us
a/

sh
ou

ga
i/0

34
/g

ai
yo

u/
13

83
82
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ht

m
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　　　　　　　　　（　）は２９年度予算額

17.4 億円 (16.8億円)

2.0 億円 (2.5億円)

　諸外国における日本の専修学校の広報・優秀な外国人留学生の掘り起こし、日本語教育
支援や修学支援、留学生の在籍管理、卒業後の国内への定着支援など、各地域における
関係機関・団体との連携によるモデル体制の構築を進める。

7.9 億円 (7.6億円)

1.3 億円 (1.8億円)

専修学校における研修プログラム開発や研修体制づくり等による教育体制の充実を図ると
ともに、先進モデルの開発等による職業実践専門課程の充実に向けた取組の推進等を通じ
て、職業教育の充実及び専修学校の質保証・向上を図る。

0.6 億円 （ - ）

専修学校が担う職業教育の魅力発信力を強化するため、効果的な情報発信の在り方に
ついて検討・検証を行うとともに、関係機関と連携し、専修学校の職業教育機能を生かした
体感型の学習機会等を提供した際の効果、連携に当たっての留意点を整理する。

1.8 億円 (1.8億円)

意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することがないよう、専門学
校生に対する経済的支援策について総合的な検討を進めるため、実証的な研究として経
済的支援及びその効果検証等を行う。

3.0 億円 (3.0億円)

2.3 億円 (2.3億円)

億円 (35.9億円)

52

3

○　被災児童生徒就学支援等事業　　※東日本大震災復興特別会計 億円の内数

○　被災児童生徒就学支援等事業（熊本地震対応分） 億円の内数

○　専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業

○　私立学校施設整備費補助金

○　私立大学等研究設備整備費等補助金

合 計 36.3
＜東日本大震災や熊本地震からの復興関係＞

　学びのセーフティネットの保障

平成３０年度  専修学校関係予算

　専修学校教育の人材養成機能の向上

○　専修学校による地域産業中核的人材養成事業
　分野に応じた中長期的な人材育成に向けた協議体制の構築等を進めるとともに、これから
の時代に対応した教育プログラム等の開発や社会人の学び直しの推進、効果的な産学連
携教育の実施のためのガイドラインの作成等を進める。

○　専修学校グローバル化対応推進支援事業

○　国費外国人留学生制度

　専修学校教育の質保証・向上

○　職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

○　専修学校と地域の連携深化による職業教育魅力発信力強化事業【新規】

※ 上記のほか、高等学校等就学支援金、日本学生支援機構の奨学金事業等の中に、専修学校生を対象とした予算が含まれている。

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計と一致しない。

※ このほか、平成２９年度補正予算に私立学校施設整備費補助金（学校施設の耐震化）を計上。

＜事業での取組＞

○産学連携体制の整備

○教育プログラム等の開発

・Society5.0等対応カリキュラムの開発・実証【新規】 ・地域課題解決実践カリキュラムの開発・実証【新規】

・eラーニングの積極活用等による学び直し講座の開設促進 ・学びのセーフティーネット機能の充実強化【新規】

○産学連携手法（専修学校版デュアル教育）の開発
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専
修
学
校
に
よ
る
地
域
産
業
中
核
的
人
材
養
成
事
業

（
前
年
度
予
算
額
：
1
,6
8
3
百
万
円
）

3
0
年
度
予
算
額
：
1
,7
4
0
百
万
円

メ
ニ
ュー
②
：
産
学
連
携
手
法
の
開
発

メ
ニ
ュー
①
：
産
学
連
携
体
制
の
整
備

【事
業
概
要
】

未
来
投
資
戦
略
20
17
（
平
成
29
年
6月
9日
閣
議
決
定
）

産
業
界
の
ニー
ズ
を
継
続
的
に
把
握
しつ
つ
、産
業
界
の
代
表
との
実
務

レ
ベ
ル
で
の
情
報
共
有
等
を
行
うこ
とを
目
的
とし
た
大
学
関
係
者
に
よ
る
大

学
協
議
体
の
本
年
度
早
々
の
創
設
と産
学
協
働
に
よ
る
教
育
プ
ログ
ラム

の
構
築
・実
施
、専
修
学
校
に
よ
る
地
域
産
業
中
核
的
人
材
養
成
事
業

等
に
よ
る
産
学
連
携
の
取
組
を
進
め
る
とと
も
に
、こ
れ
らの
取
組
を
横
断
的

に
機
能
させ
る
た
め
に
、産
業
界
と教
育
界
に
よ
る
「官
民
コン
ソ
ー
シ
ア
ム
」

に
つ
い
て
検
討
し、
本
年
度
中
を
目
途
に
設
立
し取
組
を開
始
す
る
。

産
官
学
が
「
人
材
育
成
協
議
会
」
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
各

分
野
・
各
地
域
に
お
け
る
中
長
期
的
な
人
材
育
成
の
在
り
方
を

協
議
し
、
今
後
必
要
と
な
る
人
材
像
や
能
力
・
技
術
等
を
整
理
、

効
果
的
な
教
育
手
法
を
検
討
す
る
体
制
を
確
立
す
る
。

（
全
国
版
：
1
0
箇
所

地
域
版
：
2
0
箇
所

連
絡
協
議
会
：
1
箇
所
）

○
人
材
養
成
モ
デ
ル
の
活
用

○
人
材
養
成
モ
デ
ル
の
形
成

専
修
学
校
と産
業
界
、行
政
機
関
等
との
連
携
を
発

展
さ
せ
、諸
課
題
に
対
応
した
教
育
内
容
の
充
実
を

図
る
こと
で
、地
域
の
中
核
的
な
職
業
教
育
機
関
で

あ
る
専
修
学
校
の
人
材
養
成
機
能
を
向
上

開
発
した
ガ
イド
ライ
ンや
モ
デ
ル
カリ
キ
ュラ
ム
等
を
、

各
専
修
学
校
に
お
い
て
それ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
教
育

カリ
キ
ュラ
ム
の
改
編
・充
実
に
反
映

学
習
と
実
践
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
効
果
的
な
教
育
手
法

を
開
発
し
、
学
校
・
産
業
界
双
方
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て

作
成
・
共
有
化
を
図
る
。
（
分
野
別
:2
4
箇
所

分
野
横
断
:1
箇
所
）

S
o
ci

e
ty

 5
.0

等
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
能
力

（
例
：
「
IT
力
」
を
融
合
し
た
専
門
的
能
力
等
）
に
つ

い
て
分
野
毎
に
体
系
的
に
整
理
し
、
そ
の
養
成
に
向
け

た
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
開
発
す
る
。
（
3
0
箇
所
）

地
方

創
生
に
向
け
て
、
各
地
域
課
題
の
解
決
や
発
展

に
向
け
た
将
来
構
想
を
策
定
し
、
当
該
構
想
の
実
現
に

今
後
必
要
と
な
る
人
材
に
必
要
な
能
力
の
養
成
に
向
け

た
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
開
発
す
る
。
（
3
0
箇
所
）

地
方

創
生
に
向
け
て
、
各
地
域
課
題
の
解
決
や
発
展

に
向
け
た
将
来
構
想
を
策
定
し
、
当
該
構
想
の
実
現
に

今
後
必
要
と
な
る
人
材
に
必
要
な
能
力
の
養
成
に
向
け

た
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
開
発
す
る
。
（
3
0
箇
所
）

社
会

人
の

学
び

直
し
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、

専
修
学
校
に
お
い
て
、

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

を
積

極
的

に
活

用
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
よ
る
学
び
直
し
講
座
の

開
設
な
ど
、
社
会
人
の
学
び
直
し
を
推
進
す
る
た
め
の

方
策
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
す
る
。
（
1
8
箇
所
）

社
会

人
の

学
び

直
し
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、

専
修
学
校
に
お
い
て
、

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

を
積

極
的

に
活

用
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
よ
る
学
び
直
し
講
座
の

開
設
な
ど
、
社
会
人
の
学
び
直
し
を
推
進
す
る
た
め
の

方
策
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
す
る
。
（
1
8
箇
所
）

学
び

の
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
機
能
強
化
に
向
け
て
、
高
等
専

修
学
校
と
地
域
・
外
部
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
実
効
的
な

教
育
体
制
（

「
チ

ー
ム

高
等

専
修

学
校

」
）
を
構
築
す
る
。

（
モ
デ
ル
：
8
箇
所

調
査
研
究
：
1
箇
所
）

学
び

の
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
機
能
強
化
に
向
け
て
、
高
等
専

修
学
校
と
地
域
・
外
部
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
実
効
的
な

教
育
体
制
（

「
チ

ー
ム

高
等

専
修

学
校

」
）
を
構
築
す
る
。

（
モ
デ
ル
：
8
箇
所

調
査
研
究
：
1
箇
所
）

・産
学
連
携
体
制
整
備
ガ
イド
ライ
ン

・各
分
野
毎
の
将
来
人
材
像
、能
力
の
整
理

・産
学
連
携
（
デ
ュア
ル
教
育
）
ガ
イド
ライ
ン

・各
種
教
育
モ
デ
ル
カリ
キ
ュラ
ム

等

【新
規
】

【新
規
】

【新
規
】

メ
ニ
ュー
③
：
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
開
発

【
背

景
・

課
題

】
・
教
育
サ
イ
ド
が
産
業
界
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
の
構
築
が
必
要

・
A
Iの
発
達
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
爆
発
的
普
及
・
活
用
等
に
対
応
し
た
教
育
内
容
の
充
実
が
必
要

・
教
育
機
関
と
地
方
公
共
団
体
や
企
業
等
と
が
連
携
し
た
取
組
を
強
化
し
、
地
域
産
業
を
担
う
人
材

養
成
な
ど
、
地
方
課
題
の
解
決
に
貢
献
す
る
取
組
の
促
進
が
必
要

・
人
生
１
０
０
時
代
を
見
据
え
、
生
涯
を
通
じ
て
学
び
直
し
が
で
き
る
環
境
の
整
備
が
必
要

【目
指
す
成
果
】専
修
学
校
等
に
委
託
を
行
い
、各
職
業
分
野
に
お
い
て
今
後
必
要
とな
る
新
た
な
教
育
モデ
ル
を
形
成
す
る
とと
も
に
、

各
地
域
か
ら人
的
・物
的
協
力
な
どを
得
る
こと
で
カリ
キ
ュラ
ム
の
実
効
性
、事
業
の
効
率
性
を高
め
つ
つ
、各
地
域
特
性
に
応
じた
職
業
人
材
養
成
モ
デ
ル
を
形
成
す
る
。
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◎
留
学
状
況
調
査
実
施
・分
析
【委
託
：
1箇
所
】

◎
広
報
ツー
ル
の
更
新
・改
善
【委
託
：
2箇
所
】

諸
外
国
に
お
け
る
日
本
の
専
修
学
校
の
広
報
、優
秀
な
外
国
人
留
学
生
の
掘
り起
こし
、日
本
語
教
育
支
援
や
修
学
支

援
、留
学
生
の
在
籍
管
理
、卒
業
後
の
国
内
へ
の
定
着
支
援
な
ど、
専
修
学
校
に
係
る
入
口
か
ら出
口
ま
で
の
総
合
的
・

戦
略
的
な
留
学
生
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
、各
地
域
に
お
け
る
関
係
機
関
・団
体
との
連
携
に
よ
る
モ
デ
ル
体
制
を
構
築
。

【委
託
：
4箇
所
】

◎
戦
略
的
推
進
の
た
め
の
ター
ゲ
ット
国
・分
野
特
定

◎
諸
外
国
に
お
け
る
専
修
学
校
の
広
報
・周
知
・留
学
生
掘
り起
こし

◎
非
漢
字
圏
の
留
学
生
の
日
本
語
指
導
と専
修
学
校
との
接
続

◎
国
内
企
業
との
マ
ッチ
ン
グ
・定
着
支
援

◎
教
職
員
・企
業
担
当
者
の
受
入
対
応
能
力
向
上
の
た
め
の
研
修

等

24
,0

92
 

24
,5

86
 

29
,2

27
 

38
,6

54
 

5
0
,2

3
5
 

H2
4

H2
5

H2
7

H2
8

（
略
）
専
修
学
校
に
お
い
て
も
専
修
学
校
グ
ロー
バ
ル
化
対
応
推
進
支
援

事
業
を通
じ国
内
企
業
へ
の
就
職
支
援
を行
う。

専
修
学
校
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
推
進
支
援
事
業

［
未
来
投
資
戦
略
２
０
１
７
（
平
成
２
９
年
６
月
９
日
閣
議
決
定
）
］
（
抜
粋
）

新
た
な
課
題
に
も
対
応
した
総
合
的
・

戦
略
的
な
留
学
生
施
策
推
進
の
必
要
性

Ⅰ

専
修
学
校
の
外
国
人
留
学
生
の
動
向
や
そ

の
後
の
就
職
状
況
、並
び
に
日
本
人
学
生
の

留
学
状
況
に
つ
い
て
、全
国
的
な
調
査
を
実

施
す
る
とと
も
に
、広
報
ツー
ル
を
更
新
す
る
。

（
前
年
度
予
算
額
：
2
5
2
百
万
円
）

3
0
年
度
予
算
額
：
1
9
5
百
万
円

H2
6

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）
の
外
国
人
留
学
生
の
増
加

【専
修
学
校
留
学
生
就
職
ア
シ
ス
ト事
業
】（
～
H2
8)

受
入
れ
分
野

拡
大
の
可
能
性

(介
護
分
野
等
）

各
地
域
に
お
け
る
留
学
生
の
戦
略
的
受
入
れ
に
向
け
た
体
制
整
備

継
続
的
な
実
態
把
握
等

非
漢
字
圏
の

留
学
生
増
加

(ﾍ
ﾞﾄ
ﾅﾑ
,ﾈ
ﾊﾟ
ｰﾙ
等
）

専
修
学
校

広
報
資
料

(約
10
か
国
語
）

実
態
把
握

・共
有

留
学
生
就
職

相
談
会
等

受
入

拡
大

留
学
生
の

急
増
へ
の
対
応

入
口
か
ら出
口
ま
で

の
連
携
体
制
構
築

受
入
れ
手
引
書

作
成
（
H2
8)

等

Ⅱ

外
国
の

教
育
機
関
等

日
本
語

教
育
機
関

専
修
学
校

産
業
界

協
議
会

主
な
取
組

取
組

背 景 過 去 の 取 組 ・ 成 果 課 題

日
本
学
生
支
援
機
構
「
外
国
人
留
学
生
在
籍
状
況
調
査
」

事 業 内 容

優
秀
な
外
国
人
留
学
生
に
つ
い
て
も
、2
01
2年
の
14
万
人
か
ら

20
20
年
まで
に
30
万
人
に
倍
増
させ
る
こと
（
「留
学
生
30
万
人
計

画
」の
実
現
）
を目
指
す
。

［
日
本
再
興
戦
略
（
平
成
２
５
年
６
月
１
４
日
閣
議
決
定
）
］
（
抜
粋
）

・海
外
教
育
機
関
との
連
携
協
定
の
締
結
手
法

・日
本
語
学
校
との
連
携
教
育
の
在
り方

・企
業
連
携
教
育
の
手
法

等
を
整
理
・明
確
化

○
留
学
生
受
入
モ
デ
ル
の
活
用

○
留
学
生
対
応
モ
デ
ル
の
形
成

専
修
学
校
と日
本
語
教
育
機
関
や
企
業
等
と

の
連
携
を
発
展
さ
せ
、優
秀
な
留
学
生
の
受
入

に
つ
な
げ
る
とと
も
に
、我
が
国
又
は
自
国
で
活

躍
で
き
る
専
門
職
業
人
を
輩
出

各
専
修
学
校
及
び
各
団
体
に
お
い
て
、開
発

した
モデ
ル
を参
考
に
それ
ぞ
れ
留
学
生
対
応
に

効
果
的
な
体
制
を整
備

目 指 す 成 果
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◆
職
業
実
践
専
門
課
程
に
よ
る
先
進
的
取
組
の
推
進

職
業
実
践
専
門
課
程
の
取
組
充
実
に
向
け
た
運
用
改
善
（
教
育

課
程
編
成
委
員
会
と学
校
関
係
者
評
価
の
効
果
的
運
用
等
）
等
、

職
業
実
践
専
門
課
程
に
よ
る
取
組
の
更
な
る
質
向
上
に
向
け
た
先
進

モデ
ル
の
開
発
に
実
践
的
・実
証
的
に
取
り組
む
。
【委
託
：
7箇
所
】

◆
質
保
証
・
向
上
の
た
め
の
実
態
調
査

産
業
界
との
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
等
の
実
施
状
況
や
、

卒
業
生
の
企
業
内
に
お
け
る
評
価
な
ど、
職
業
実
践
専
門
課
程
に
係
る

実
態
調
査
を
行
うと
とも
に
、認
定
効
果
の
比
較
分
析
等
の
た
め
、非
認

定
の
専
門
課
程
や
高
等
課
程
等
を
含
め
た
実
態
調
査
を
実
施
す
る
。

【委
託
：
1箇
所
】

職
業
実
践
専
門
課
程
等
を
通
じ
た
専
修
学
校
の
質
保
証
・
向
上
の
推
進

③
職
業
実
践
専
門
課
程
等
の
充
実
に
向
け
た
取
組
の
推
進

◆
専
修
学
校
の
質
保
証
・
向
上
に
関
す
る
調
査
研

究
協
力
者
会
議

職
業
実
践
専
門
課
程
の
実
態
調
査
等
に
基
づ
く検
証
等

に
よ
り、
専
修
学
校
の
質
保
証
・向
上
の
推
進
に
向
け
た
方

策
の
検
討
を
行
う調
査
研
究
協
力
者
会
議
を
開
催
す
る
。

【直
轄
事
業
】

◆
専
修
学
校
教
育
研
究
協
議
会

専
修
学
校
の
運
営
改
善
に
向
け
た
取
組
等
に
関
す
る研
究

等
を行
う協
議
会
を開
催
す
る。

【直
轄
事
業
】

①
調
査
研
究
協
力
者
会
議
等
の
開
催

背 景 ・ 経 緯

職
業
教
育
の
充
実
，
専
修
学
校
の
質
保
証
・
向
上

（
前
年
度
予
算
額
：
１
８
1
百
万
円
）

３
０
年
度
予
算
額
：
１
３
３
百
万
円

◆
自
立
的
・
持
続
的
な
研
修
体
制
づ
く
り
の

推
進

各
地
域
に
お
い
て
自
立
的
・持
続
的
に
教
職
員
研

修
を
実
施
す
る
体
制
づ
くり
を
進
め
、教
職
員
の
資
質

能
力
向
上
を
図
る
。

【委
託
：
3箇
所
】

◆
教
職
員
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築

専
修
学
校
教
員
の
指
導
力
向
上
や
職
員
の
マ
ネ
ジ

メン
ト力
等
に
資
す
る
研
修
プ
ログ
ラム
を
開
発
す
る
と

とも
に
、そ
の
成
果
を
普
及
す
る
。
【委
託
：
1箇
所
】

②
教
職
員
の
資
質
能
力
向
上
の
推
進

平
成
２
９
年
３
月
：
こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
の
あ
り
方
検
討
会
議
報
告

「
こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
策
に
つ
い
て
は
、
質
保
証
・
向
上
の
視
点
を
中
心
に
し
て
、
三
本
の
柱
を
軸
と
し
て
相
互
に
関
連
付
け
な
が
ら
様
々
な
具
体
的
な
施
策
を
打

ち
出
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
」

さ
ら
に
、
具
体
的
施
策
と
し
て
「
教
職
員
の
資
質
能
力
向
上
の
推
進
」
、
「
職
業
実
践
専
門
課
程
を
基
軸
と
し
た
質
保
証
・
向
上
の
更
な
る
充
実
」
等
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

従 来 の 重 点 取 組

調
査
研
究
協
力
者
会
議
等
の
開
催

学
校
評
価
の
充
実
（自
己
評
価
の
実
施
・公
表
等
）

職
業
実
践
専
門
課
程
等
の
充
実
に
向
け
た
取
組
の
推
進
（第
三
者
評
価
の
検
証
等
）

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

自
己
評
価

実
施

61
.9

%
66

.7
%

69
.8

%
76

.9
%

79
.9

%

公
表

19
.5

%
22

.2
%

35
.6

%
53

.2
%

56
.6

%

学
校
評
価
の

実
施
充
実

成 果

事 業 内 容

質
保
証
向
上
推
進
の
司
令
塔

都
道
府
県
等
と
の
研
究
協
議

職
業
実
践
専
門
課
程
の
高
度
化
・
改
革
推
進

質
保
証
向
上
の
た
め
の
実
態
調
査

研
修
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築

教
育
改
善
・
学
校
評
価
・
情
報
公
開
・
満
足
度
向
上
・
卒
業
生
の
活
躍

et
c

社
会
的
評
価
の

一
層
の
向
上
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○文部科学省ＨＰで公開しています。

平成29年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」事業の成果について
→ http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1402385.htm

未来につながる専門学校
（平成３０年３月）

平成29年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」
（社会のニーズに応える効果的な情報発信の推進）
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専
修
学
校
と地
域
の
連
携
深
化
に
よ
る
職
業
教
育
魅
力
発
信
力
強
化
事
業

現 状 ・ 課 題現 状 ・ 課 題 取 組 概 要取 組 概 要振 興 方 向 性振 興 方 向 性

中
学

企
業

専
修
学
校

職
業
体
験

講
座

平
成
２
９
年
３
月
：
こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
の
あ
り
方
検
討
会
議
報
告

・「
質
保
証
・向
上
」は
専
修
学
校
教
育
振
興
策
の
重
要
な
柱
で
あ
り、
重
点
ター
ゲ
ット
の
一
つ
とし
て
「魅
力
発
信
」(
専
修
学
校
に
係
る
積
極
的
な
情
報
発
信
)を
位
置
付
け

・専
修
学
校
が
、地
域
の
理
解
・評
価
を
得
な
が
ら、
地
域
に
お
け
る
質
の
高
い
職
業
教
育
機
関
とし
て
教
育
活
動
を
展
開
して
い
くた
め
に
は
、地
方
創
生
の
観
点
か
ら、
地
方
の
教
育
機

関
とと
も
に
、地
域
の
企
業
等
の
産
業
界
や
所
轄
庁
で
あ
る
地
域
の
行
政
機
関
との
連
携
を
進
め
て
い
くこ
とも
重
要
で
あ
り、
職
場
体
験
の
実
践
や
出
前
授
業
も
含
め
、高
等
学
校
等

に
お
け
る
職
業
教
育
や
進
路
指
導
全
体
の
中
で
生
か
され
る
授
業
案
や
実
施
マ
ニ
ュア
ル
を
提
示
す
る
こと
も
重
要

専
修
学
校
が
担
う実
践
的
な
職
業
教
育
に
関
す
る
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、中
学
校
や
高
等
学

校
、企
業
等
、各
ス
テ
ー
クホ
ル
ダー
を
意
識
した
、効
果
的
な
情
報
集
約
・情
報
発
信
等
の
在
り

方
・手
法
に
つ
い
て
検
討
・検
証
を
行
う。

【委
託
：
1箇
所
】

１
．
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

２
．
専
修
学
校
と各
地
域
の
連
携
に
よ
る
「職
業
体
感
型
教
育
」等
の
効
果
検
証

高
校

専
修
学
校

企
業

職
業
教
育
魅
力
発
信
委
員
会

・
情
報
発
信
戦
略
等
の
検
討

・
情
報
発
信
手
法
の
実
証

各
ス
テ
ー
クホ
ル
ダー
・地
域
・連
携
手
法
別
に
「職
業
体
感
型
教
育
」

等
の
効
果
を整
理

出
前
授
業

3
0
年
度
予
算
額
：
6
1
百
万
円
（
新
規
）

１
に
よ
り示
され
た
方
針
等
を
踏
ま
え
、各
ス
テ
ー
クホ
ル
ダー
、地
域
特
性
別
に
、専
修
学
校
と教

育
機
関
や
企
業
等
が
連
携
した
「職
業
体
感
型
教
育
」（
職
業
体
験
講
座
の
提
供
、出
前
授

業
）
等
を
実
施
した
際
の
効
果
や
連
携
に
当
た
って
の
留
意
点
を
整
理
す
る
。

【委
託
：
5箇
所
】

○
我
が
国
で
は
「学
問
の
教
育
よ
り職
業
技
能
の
教
育
が
一
段
低
く見
られ
、大
学
（
特
に
選
抜
制
の
高
い
大
学
）
に
進
学
す
る
こと
自
体
を
評
価
す
る
社
会
的
風
潮
が
あ
る
」と
も
い

わ
れ
て
お
り、
ア
カデ
ミッ
クな
教
育
を
受
け
る
こと
に
意
欲
・適
性
を
持
った
者
ば
か
りで
な
く、
職
業
技
能
教
育
に
適
性
を
有
す
る
者
等
が
、い
わ
ゆ
る
「高
学
歴
志
向
」・
「大
学
志
向
」

の
流
れ
に
沿
って
、大
学
進
学
を
して
い
る
場
合
も
あ
る
。

⇒
大
学
入
学
後
に
、十
分
な
目
的
意
識
や
意
欲
を持
って
学
修
に
取
り組
め
な
い
な
どの
ミス
マッ
チ
を抱
え
る
者
も
少
な
くな
く、
大
学
で
も
職
業
意
識
や
職
業
的
自
立
に
必

要
な
能
力
を十
分
身
に
付
け
な
い
ま
ま卒
業
して
、職
業
・社
会
との
ミス
マッ
チ
が
生
じて
い
る
との
指
摘
も
あ
る
。

・各
ス
テ
ー
クホ
ル
ダー
別
の
効
果
的
な
情
報
集
約
・

情
報
発
信
の
在
り方

・有
効
な
広
報
ツー
ル
フォ
ー
マッ
トの
整
理

・職
業
体
感
型
教
育
実
施
マ
ニ
ュア
ル
整
備

○
情
報
発
信
モ
デ
ル
の
活
用

○
情
報
発
信
モ
デ
ル
の
形
成

専
修
学
校
が
担
う職
業
教
育
の
発
信
力
を

強
化
す
る
こと
で
、職
業
教
育
へ
の
理
解
を
促

進
し、
職
業
接
続
も
含
め
た
幅
広
い
視
野
か

らの
進
路
選
択
を
実
現

各
専
修
学
校
及
び
各
団
体
に
お
い
て
、開

発
した
モ
デ
ル
を
参
考
に
各
ス
テ
ー
クホ
ル
ダー

に
対
して
効
果
的
な
情
報
発
信
を
実
施

目 指 す 成 果目 指 す 成 果- 8-



専
門
学
校
生
へ
の
効
果
的
な
経
済
的
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
実
証
研
究
事
業

意
欲
と
能
力
の
あ
る
専
門
学
校
生
が
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
経
済
的
支
援
及
び
修
学
支
援
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
に
よ
る
修
学
支
援
を
行
い
、
施
策
効
果
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
継
続
的
に
収
集
し
、
分
析
・検
証
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
専
門
学

校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援
策
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
進
め
る
。
（
平
成

27
年
度
か
ら
継
続
）

事
業
概
要

【
対
象
】
都
道
府
県
・
調
査
研
究
機
関

【
支
援
対
象
の
生
徒
が
在
籍

す
る
専
門
学
校
の
要
件
】

・
生
徒
へ
の
学
校
独
自
の
授
業
料
等

減
免
の
実
施

・
専
門
学
校
が
実
施
す
る
授
業
料
等

負
担
軽
減
に
関
す
る
情
報
の
公
開

・
質
保
証
・
向
上
に
関
す
る
取
組

（
学
校
評
価
）

等

調
査
研
究
機
関

都
道
府
県

デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
主
に

以
下
の
観
点
か
ら
施
策

効
果
等
を
分
析
・
検
証

・
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に

よ
る
支
援

・
専
門
学
校
へ
の
進
学

・
学
校
生
活
・
学
習
環
境

・
職
業
生
活
へ
の
橋
渡
し

３
.支
援
効
果
等
に
係
る
基
礎
デ
ー
タ
収
集

中
途
退
学
や
就
職
内
定
率
等
の
デ
ー
タ
収
集
等

※
全
て
の
専
門
学
校
か
ら
基
礎
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
。

私
立
専
門
学
校

【
経
済
的
支
援
の
要
件
】

・
経
済
的
に
修
学
困
難
（生
活
保
護

世
帯
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
世
帯
）

・
ア
ン
ケ
ー
ト
等
へ
の
協
力

・
職
業
目
標
達
成
に
向
け
た
講
義
等

の
受
講
・
成
果
報
告

国
（
文
部
科
学
省
）

委
託

報
告

１
.専
門
学
校
生
に
対
す
る
修
学
支
援

✪
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

・
財
政
的
生
活
設
計
に
対
す
る
助
言

・
学
生
生
活
相
談

・
就
職
相
談
(特
に
出
身
地
や
学
校
所
在
地
に
お
け
る
就
職
）

・
経
済
的
困
難
な
生
徒
か
ら
の
情
報
収
集
等

連
携

２
.専
門
学
校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援

デ
ー
タ
集
約

委 託

協
力
者
の

指
定
・
支
援

経
済
的
に

修
学
困
難
な
生
徒

（
協
力
者
）

（
前
年
度
予
算
額
：
1
8
1
百
万
円
）

3
0
年
度
予
算
額
：
1
7
9
百
万
円
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今
後
、
本
格
実
施
さ
れ
る
給
付
型
奨
学
金
を
含
め
、
専
門
学
校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援
等
の
複
合
的
な

活
用
を
念
頭
に
、
よ
り
多
く
の
サ
ン
プ
ル
デ
ー
タ
に
基
づ
く
継
続
的
な
検
証
を
実
施

①
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
支
援

・
都
道
府
県
に
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
配
置
し
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難

な
学
生
に
対
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
実
施

【
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
等
に
よ
る
講
演
会
及
び
個
人
相
談
会
へ
の
参
加
者
数

（
2
8
年
度
事
業
内
把
握
数
）
】

〈
講
演
会
〉
9
1
5
人
〈
個
別
相
談
会
〉
3
7
6人

・
国
事
業
の
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が

実
施
す
る
セ
ミ
ナ
ー
・
相
談
会
へ
参
加

し
た
協
力
者
の
8
5
％
が
「
役
に
立
っ
た
」

「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
役
に
立
っ
た
」と

回
答
。

④
職
業
生
活
へ
の
橋
渡
し

・協
力
者
は
一
般
の
専
門
学
校
生
に
比
べ
て
、
現
在
の
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る

者
の
割
合
が
高
い
傾
向

※
「
そ
の
他
の
専
門
学
校
卒
業
者
」
は
、
出
身
者
調
査
よ
り
2
0
歳
代
の
専
門
学
校
出
身
者
を
抽
出
。
専
門
学
校
の
分
野
や
職
種
に
よ
る
差
を
考
慮
し

、
出
身
者
調
査
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
イ
ト
バ
ッ
ク
集
計
を
行
い
、
協
力
者
の
専
門
学
校
の
分
野
と
同
じ
構
成
比
に
な
る
よ
う
に
調
整
し
て
い
る
。

③
学
校
生
活
・
学
習
環
境

・
国
事
業
の
効
果
に
つ
い
て
、
経
済
的
負
担
減
の
ほ
か
に
、
「勉
強
の
時
間
を
確
保
で
き

た
」
と
回
答
し
た
者
が
３
割
以
上

・
協
力
校
で
は
経
済
的
理
由
に
よ
る
中
退
者
数
が
減
少

【
2
.3
人
（
2
6
年
度
）→
1
.8
人
（2
7
年
度
）
（協
力
校
１
校
当
た
り
）
】

・
協
力
者
の
出
席
率
や
成
績
が
向
上
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た

②
専
門
学
校
へ
の
進
学

・
専
門
学
校
入
学
時
に
家
庭
の
経
済
的
事
情
を
重
視
し
た
協
力
者
の
８
割
は
、
入
学

決
定
に
当
た
り
、
そ
の
専
門
学
校
に
「
経
済
的
支
援
制
度
」
が
あ
る
こ
と
を
重
視

・
入
学
前
に
授
業
料
減
免
支
援
が
決
定
し
た
学
生
の
７
割
以
上
は
、
減
免
支
援
の
決

定
が
入
学
に
影
響
し
た
と
回
答

こ
れ
ま
で
の
実
証
研
究
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ

影
響
し
た

5
4
%

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
影
響
し
た

2
1
%入
学
前
に
学
校
に
よ
る
授
業
料
減
免
支
援
が
決
定
して
い
た
者
に

つ
い
て
、そ
の
授
業
料
減
免
措
置
が
入
学
決
定
に
影
響
した
か

（
協

力
者

調
査

（
H2

8）
: 

n=
57

）

39
.5

%

15
.5

%

37
.2

%

38
.1

%

H2
7年
度
協
力
者

(n
=4

3)

そ
の
他
の
専
門
学
校

卒
業
者

(n
=8

24
)

感
じ
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
感
じ
て
い
る
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専
修
学
校
の
教
育
基
盤
の
整
備

前
年
度
予
算
額
：
５
２
４
百
万
円

平
成
３
０
年
度
予
算
額
：
５
２
４
百
万
円

◆
教
育
基
盤
（
施
設
・
設
備
）
の
整
備

○
教
育
に
必
要
な
機
械
、
器
具
、
そ
の
他
設
備
な
ど
の

整
備
（
※
施
設
工
事
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
２
高
等
課
程
１
／
３

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程
２
０
０
０
万
円

高
等
課
程

４
０
０
万
円

教
育
装
置
の
整
備

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞

○
学
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
の
構
築
に
要
す
る
光
ケ
ー
ブ
ル
等
の

敷
設
工
事

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
２

高
等
課
程
１
／
３

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程
５
０
０
万
円

高
等
課
程
５
０
０
万
円

学
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
装
置
の
整
備

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞

○
太
陽
光
発
電
、
エ
コ
改
修
な
ど
環
境
に
配
慮
し
た

学
校
施
設
の
整
備

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
２

高
等
課
程
１
／
３

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程
１
０
０
０
万
円

高
等
課
程
１
０
０
０
万
円

エ
コ
キ
ャ
ン
パ
ス
推
進
事
業

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞

○
情
報
処
理
教
育
に
必
要
な
電
子
計
算
機
、
そ
の
他
の

情
報
処
理
関
係
設
備
の
整
備

・
補
助
率
：
専
門
課
程
、
高
等
課
程
と
も
１
／
２

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程
２
５
０
万
円
（
時
限
）

高
等
課
程
２
５
０
万
円
（
時
限
）

情
報
処
理
関
係
設
備

＜
私
立
大
学
等
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金
＞

注
）
（
時
限
）
：
平
成
３
０
年
度
予
算
ま
で
の
時
限
措
置
。
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◆
施
設
等
の
耐
震
化
等
の
推
進

○
危
険
建
物
（
I
s
値
0
.
7
未
満
）
の
防
災
機
能
強
化
の

た
め
の
耐
震
補
強
工
事

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
２

高
等
課
程
１
／
３
（
Is
値
0
.
3未
満
等
は
１
／
２
）

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程
４
０
０
万
円
（
時
限
）

高
等
課
程
４
０
０
万
円

学
校
施
設
の
耐
震
化
工
事

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞

○
ス
ロ
ー
プ
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
設
置
な
ど
、
身
体
障
害

者
等
が
利
用
で
き
る
施
設
環
境
の
整
備

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
２

高
等
課
程
１
／
３

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程
１
５
０
万
円
（
時
限
）

高
等
課
程
１
５
０
万
円
（
時
限
）

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞

○
天
井
材
、
照
明
器
具
、
内
・
外
壁
材
、
書
架
等
の

非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策

○
備
蓄
倉
庫
、
自
家
発
電
設
備
の
整
備
等

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
２

高
等
課
程
１
／
３

耐
震
化
工
事
と
合
わ
せ
て
行
う
場
合
、

Is
値
0.
3未
満
等
は
１
／
２

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

＜
耐
震
化
工
事
と
合
わ
せ
て
行
う
場
合
＞
※
耐
震
化
工
事
費
を
含
め
た
下
限
額

専
門
課
程
４
０
０
万
円
（
時
限
）

高
等
課
程
４
０
０
万
円

＜
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
工
事
（
※
10
0㎡
以
上
の
空
間
に
限
る
。
）
、

備
蓄
倉
庫
の
み
の
整
備
を
行
う
場
合
＞

専
門
課
程

制
限
な
し
（
時
限
）

高
等
課
程

制
限
な
し

＜
自
家
発
電
設
備
の
み
の
整
備
を
行
う
場
合
＞
※
避
難
所
指
定
の
学
校
に
限
る
。

専
門
課
程
、
高
等
課
程
と
も

２
０
０
万
円
以
上
５
０
０
万
円
以
下

非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
工
事
○
○
○
○
○
○

防
災
機
能
強
化
事
業

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞

【
学
校
施
設
の
耐
震
化
等
工
事
の
た
め
の
利
子
助
成
制
度
】

○
学
校
法
人
、
準
学
校
法
人
立
の
専
修
学
校
、
各
種
学
校
が
、
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
か
ら
融
資
を
受
け
て
耐
震
改
修
事
業
等
を
行
う

際
に
（
※
）
、
法
人
の
支
払
利
息
の
一
部
を
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、

法
人
の
実
質
負
担
金
利
が
一
般
施
設
費
の
△
０
.５
％
と
な
る
よ
う
、
利

子
助
成
を
実
施
（
助
成
期
間
は
２
０
年
間
を
予
定
）
。

※
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
か
ら
融
資
を
受
け
る
た
め
に
は
、
専
修

学
校
で
あ
れ
ば
、
授
業
が
年
２
回
を
超
え
な
い
一
定
の
時
期
に
開
始
さ
れ
、

か
つ
、
そ
の
終
期
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要

件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

注
）
（
時
限
）
：
平
成
３
０
年
度
予
算
ま
で
の
時
限
措
置
。

○
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
や
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
む
保
温
材
、

断
熱
材
等
の
除
去
等
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策

・
補
助
率
：
専
門
課
程
１
／
３

高
等
課
程
２
／
９

・
補
助
対
象
事
業
費
の
下
限
額
：

専
門
課
程

制
限
な
し

高
等
課
程

制
限
な
し

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
工
事

＜
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
＞
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○私立学校施設整備費補助金 （万円）

29年度 30年度 29年度 30年度

下限額

下限額

下限額

下限額 制限なし 制限なし

下限額

下限額

下限額

○私立大学等研究設備整備費等補助金 （万円）

29年度 30年度 29年度 30年度

※　 　 予算額を上回る応募があった場合，交付決定（内定）額については，

審査後の補助対象経費に補助率を乗じた後，さらに圧縮率を乗じた額

となる場合があります。

（申請状況により，補助率が１/２以下になる可能性があります。）

250

1,000

250教育基盤設備 下限額

エコキャンパス
推進事業

区　　分

専修学校
（専門課程）

専修学校
（高等課程）

1,000

ICT活用推進事業
（情報通信ネットワーク装

置）

学校施設耐震化事業
（耐震改修）

バリアフリー推進事業

400

制限なし
防災機能強化事業
（非構造部材等）

500

150

400

制限なし

500

150

アスベスト対策事業

専修学校関係の施設・設備整備費補助に係る
平成３０年度事業の下限額について

区　　分

教育装置 400

専修学校
（専門課程）

専修学校
（高等課程）

2,000
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（
独
）
日
本
学
生
支
援
機
構
大
学
等
奨
学
金
事
業
の
充
実

区
分

無
利
子
奨
学
金

有
利
子
奨
学
金

貸
与
人
員

５
３
万
５
千
人

〔
新
規
貸
与
者
分
４
万
４
千
人
増
〕

〔
他
被
災
学
生
等
分
３
千
人
〕

７
５
万
７
千
人

（
５
万
８
千
人
減
）

事
業
費

３
，
５
８
４
億
円
（
８
２
億
円
増
）

〔
他
被
災
学
生
等
分
１
７
億
円
〕

６
，
７
７
１
億
円

（
４
６
７
億
円
減
）

う
ち
一
般
会
計

復
興
特
会
等

政
府
貸
付
金

一
般
会
計
：
９
５
８
億
円

復
興
特
会
：
１
億
円

財
政
融
資
資
金

３
２
億
円

財
政
融
資
資
金

７
，
０
４
３
億
円

貸
与
月
額

学
生
が
選
択

（
私
立
大
学
自
宅
通
学
の
場
合
）

２
、
３
、
４
、
５
．
４
万
円

学
生
が
選
択

（
大
学
等
の
場
合
）

２
万
円
～
１
２
万
円
の
１
万
単
位

貸
与

基
準

３
０
年
度

採
用
者

学 力

・
高
校
評
定
平
均
値

３
．
５
以
上
（
予
約
採
用
時
）
等

＜
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
学
生
等
＞

・
成
績
基
準
を
実
質
的
に
撤
廃

①
平
均
以
上
の
成
績

②
特
定
の
分
野
に
お
い
て
特
に

優
秀
な
能
力
を
有
す
る

③
学
修
意
欲
が
あ
る

家 計

家
計
基
準
は
家
族
構
成
等
に
よ
る
（
子
供
１
人
～
３
人
世
帯
の
場
合
）

一
定
年
収
(7
0
0
～
1
,2
9
0
万
円
)

以
下

一
定
年
収
(8
7
0
～
1
,6
7
0
万
円
)

以
下

返
還
期
間

卒
業
後
２
０
年
以
内

＜
所
得
連
動
返
還
を
選
択
し
た
場
合
＞

・
卒
業
後
の
所
得
に
応
じ
て
変
動

卒
業
後
２
０
年
以
内

（
元
利
均
等
返
還
）

返
還
利
率

無
利
子

上
限
３
％
（
在
学
中
は
無
利
子
）

（
平
成
3
0
年
3
月
貸
与
終
了
者
）

利
率
見
直
し

０
．
０
１
％

利
率
固
定

０
．
２
７
％

②
無
利
子
奨
学
金
の
希
望
者
全
員
に
対
す
る
貸
与
の
着
実
な
実
施

無
利
子
奨
学
金
事
業
費
：
3
,
5
8
4
億
円
（
8
2億
円
増
）

〔
ほ
か
被
災
学
生
等
分
1
7
億
円
〕

制
度
を
着
実
に
実
施
し
、
貸
与
基
準
を
満
た
す
希
望
者
全
員
へ
の
貸
与
を
実
施
。

◇
無
利
子
奨
学
金
貸
与
人
員
：
5
3万
5
千
人

〔
ほ
か
被
災
学
生
等
分
3
千
人
〕

③
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
等

シ
ス
テ
ム
開
発
・
改
修
費
：
8
億
円
（
2
億
円
増
）

所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
改

修
等
を
実
施
。

①
給
付
型
奨
学
金
制
度
の
着
実
な
実
施

基
金
：
10
5
億
円
（
3
5
億
円
増
）

平
成
2
9年
度
に
創
設
・
先
行
実
施
し
た
制
度
を
着
実
か
つ
安
定
的
に
実
施
。

【
制
度
概
要
】

◇
対
象
：
非
課
税
世
帯
で
、
一
定
の
学
力
・
資
質
要
件
（
※
に
示
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
各
学

校
が
定
め
る
基
準
）
を
満
た
す
学
生
を
高
校
等
が
推
薦

※
①
各
学
校
の
教
育
目
標
に
照
ら
し
て
十
分
に
満
足
で
き
る
高
い
学
習
成
績
を
収
め
て
い
る
者

②
教
科
以
外
の
学
校
活
動
等
で
大
変
優
れ
た
成
果
を
収
め
、
各
学
校
の
教
育
目
標
に
照
ら
し
て
概
ね
満
足
で
き

る
学
習
成
績
を
収
め
て
い
る
者

③
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
生
徒
等
で
あ
っ
て
、
特
定
の
分
野
に
お
い
て
特
に
優
れ
た
資
質
能
力
を
有
し
、

又
は
進
学
後
の
学
修
に
意
欲
等
が
あ
り
、
進
学
後
特
に
優
れ
た
学
習
成
績
を
収
め
る
見
込
み
が
あ
る
者

◇
給
付
額
：
（
国
公
立
・
自
宅
）
月
額
２
万
円
、
(国
公
立
・
自
宅
外
／
私
立
・
自
宅
）
月
額
３
万
円

（
私
立
・
自
宅
外
）
月
額
４
万
円

※
国
立
大
学
・
国
立
高
等
専
門
学
校
等
で
授
業
料
減
免
を
受
け
た
場
合
は
減
額

※
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
は
別
途
2
4
万
円
の
入
学
一
時
金

◇
給
付
人
員
：
22
,
8
00
人
〔
う
ち
新
規
2
0,
0
0
0人
〕
（
平
成
29
年
度
：
2,
8
0
0人
）

（
参
考
）
無
利
子
奨
学
金
及
び
有
利
子
奨
学
金
の
平
成
３
０
年
度
事
業
の
概
況

意
欲
と
能
力
の
あ
る
学
生
・
生
徒
が
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
進
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
安
心
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
。
こ
の
た
め
、

①
給
付
型
奨
学
金
制
度
の
着
実
な
実
施

②
無
利
子
奨
学
金
の
希
望
者
全
員
に
対
す
る
貸
与
の
着
実
な
実
施

③
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
等

な
ど
、
大
学
等
奨
学
金
事
業
の
充
実
を
図
る
。

＜
平
成
３
０
年
度
予
算
＞
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対 象
大
学
、
短
期
大
学
、
高
専
(4
・
5
年
)、
専
門
学
校
の
学
生
・
生
徒

（
高
校
３
年
次
に
予
約
採
用
）

給 付 基 準

【学
力
・資
質
】

各
高
校
等
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
推
薦

（
成
績
基
準
の
目
安
等
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
※
を
作
成
）

※
以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
者
か
ら
推
薦

①
十
分
に
満
足
で
き
る
高
い
学
習
成
績
を
収
め
て
い
る

②
教
科
以
外
の
学
校
活
動
等
で
大
変
優
れ
た
成
果
、
教
科
の
学
習
で
概
ね
満
足
で
き
る
成
績

を
収
め
て
い
る

③
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
生
徒
等
で
、
進
学
後
の
学
修
に
意
欲
等
が
あ
り
、
進
学
後
特

に
優
れ
た
学
習
成
績
を
収
め
る
見
込
み
が
あ
る

【家
計
】

・
住
民
税
非
課
税
世
帯

給 付 月 額

①
国
公
立
（
自
宅
）

２
万
円

②
国
公
立
（
自
宅
外
）
３
万
円

③
私
立
（
自
宅
）

３
万
円

④
私
立
（
自
宅
外
）
４
万
円

※
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
は
入
学
金
相
当
額
(2
4
万
円
)を
別
途
給
付

※
国
立
で
授
業
料
減
免
を
受
け
た
場
合
は
減
額

大
学
等
奨
学
金
事
業
の
充
実

大
学
等
奨
学
金
事
業
の
充
実

給
付
型
奨
学
金
制
度
の
本
格
実
施

経
済
的
な
理
由
で
進
学
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
生
徒
の
進
学
を
後
押
し

特
に
経
済
的
に
厳
し
い
者
（
私
立
自
宅
外
生
，
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
）

を
対
象
に
2
9
年
度
に
先
行
実
施
し
た
制
度
を
3
0
年
度
か
ら
本
格
的
に
実
施
。

※
進
学
後
の
学
業
状
況
を
毎
年
度
確
認
し
、
学
生
の
努
力
を
促
す
仕
組
み
を
導
入

※
(独
)日
本
学
生
支
援
機
構
に
基
金
を
造
成
し
て
制
度
を
安
定
的
に
運
用

予
算
額
・
対
象
規
模

非
課
税
世
帯
学
生
に
つ
い
て
、
2
9
年
度
か
ら
成
績
基
準
を
実
質
的
に
撤
廃

給
付
対
象
者
以
外
の
進
学
者
も
、
無
利
子
奨
学
金
の
貸
与
対
象
に
（
約
２
万
人
）

貸
与
基
準
を
満
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

貸
与
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
（
残
存
適
格
者
）
を
2
9
年
度
か
ら
解
消

予
算
上
の
制
約
か
ら
貸
与
で
き
な
か
っ
た
者
が
約
２
．
４
万
人
(H
2
8
年
度
)

卒
業
後
の
所
得
に
応
じ
た
返
還
月
額
を
設
定
で
き
る

所
得
連
動
返
還
型
制
度
を
2
9
年
度
か
ら
導
入

最
低
返
還
額
は
２
千
円
か
ら

区
分

給
付
人
員

所
要
額

給
付
型

22
,8

00
人

87
億
円

（
3
0
年
度
は
基
金
と
し
て
1
0
5
億
円
を
措
置
）

＜
平
成
3
0
年
度
所
要
額
（
給
付
型
奨
学
金
）
＞

※
本
格
実
施
後
（
学
年
進
行
完
成
後
）
の
予
算
規
模
（
予
定
）
約
２
２
０
億
円

給
付
型
奨
学
金

無
利
子
奨
学
金

進
学
者

2万
人
【
新
規
】
※

進
学
者

15
.0
万
人

（
平
成

29
年
度

15
.1
万
人
）

＜
対
象
規
模
（
一
学
年
あ
た
り
）
＞

※
給
付
型
の
対
象
規
模
は
非
課
税
世
帯
の
奨
学
金
受
給
者
４
．
５
万
人
の
半
数
程
度

【
給
付
型
奨
学
金
の
学
校
推
薦
枠
の
割
り
振
り
方
法
】

各
高
校
等
に
１
人
を
割
り
振
っ
た
上
で
、
残
り
の
枠
の
数
を

各
高
校
等
の
非
課
税
世
帯
の
奨
学
金
貸
与
者
数
を
基
に
配
分

無
利
子
奨
学
金
制
度
の
充
実

＜
平
成
3
0
年
度
給
付
型
奨
学
金
の
概
要
＞
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「
○
○
県
人
口
減
少
対
策
・
就
職
支
援
基
金
」

出
捐

④
要
件
を
満
た
す
者
に
対
し
て
奨
学
金

返
還
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担

地
元
産
業
界

一
般
の
寄
付
等

道
府
県
等

道
府
県
等
の
基
金
へ

の
出
捐
額
に
特
別
交

付
税
措
置

地
方
大
学
等
へ
の
進
学
、
地
元
企
業
へ
の
就
職
や
、
都
市
部
の
大
学
等
か
ら
地
方
企
業
へ
の
就
職
を
促
進

連
携

独
立
行
政
法
人

日
本
学
生

支
援
機
構

文
科
省

【
標
準
的
な
基
金
規
模
※
】

年
間
支
援
対
象
者
：
1
0
0
人

1
人
あ
た
り
の
奨
学
金
(
貸
付
)
額
：
4
0
0
万
円

⇒
基
金
規
模
：
４
億
円

【
事
業
イ
メ
ー
ジ
】

③
奨
学
金
返
還

①
対
象
学
生
を
推
薦

※
既
に
基
金
を
造
成
し
て
い
る
都
道
府
県
の
事
例
を
参
考
に
算
出
し
た
も
の
。

実
際
の
事
業
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
が
設
定
。

②
奨
学
金
貸
与

を
設
定

無
利
子
の
優
先
枠
（
地
方
創
生
枠
）

１
都
道
府
県
あ
た
り
各
年
度
上
限
10
0名

大
学
生
等

・
当
該
特
定
分
野
の
学
位
や
資

格
の
取
得

・
｢
地
方
経
済
の
牽
引
役
と
な
る

産
業
分
野
｣
や
｢
戦
略
的
に
振
興

す
る
産
業
分
野
｣
に
係
る
地
元

企
業
に
就
職
な
ど

※
地
方
公
共
団
体
と
地
元
産
業

界
が
合
意
し
て
設
定

対
象
者
の
要
件

地
方
創
生
応
援
税
制
（
企
業
版
ふ

る
さ
と
納
税
）
の
活
用
も
可
能

内
閣
府

総
務
省

出
捐
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高 校 生 等 へ の 修 学 支 援

高等学校等就学支援金等

高等学校等に在籍する生徒に対して、授業料に充てるため、高等学校等就学支援金を
支給（学校設置者が代理受領）することにより、教育費負担軽減を図る。

平成30年度予算額 3,866億円
（平成29年度予算額 3,833億円）

平成30年度予算額 3,708億円（平成29年度予算額 3,668億円 ）

◆ 対象となる学校種は、国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（１～３
年生）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするも
の）を置くもの、各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校、海上技術学校。

◆ 受給資格要件として所得制限を設け、年収約910万円（市町村民税所得割額 304,200円）以上の世帯の生徒については、
就学支援金を支給しないこととしている。

◆ 私立高校等に通う低所得世帯の生徒については、授業料負担が大きいため、所得に応じて就学支援金を１．５～２．５倍し
た額を上限として支給する。

高校生等奨学給付金
平成30年度予算額 133億円（平成29年度予算額 136億円）

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減
するため、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金事業を支援（１／３国庫補助）。

○ 給付額（第1子単価）の増額

◆生活保護受給世帯 【全日制等・通信制】 国公立： 32,300円 ／ 私立： 52,600円

◆非課税世帯【全日制等】（第1子単価） 国公立： 75,800円 →  80,800円（＋5,000円）

私立 ： 84,000円 →  89,000円（＋5,000円）

◆非課税世帯【全日制等】（第2子単価） 国公立： 129,700円 ／ 私立： 138,000円

◆非課税世帯【通信制】 国公立： 36,500円 ／ 私立： 38,100円

※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品等

237,600円

118,800円

393,524円

約250万 約350万

(公立高校授業料)

約590万 約910万

297,000円

178,200円

高校生等
奨学給付金

都道府県による貸与型奨学金

[0円非課税] [51,300円] [154,500円] [304,200円]

私立高校等のみ加算

都道府県による授業料支援

1.5倍

2.5倍

2倍

授
業
料
以
外
の

教
育
費

授
業
料

※年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生１人(16歳以上）、中学生１人の４人世帯の目安。
実際は[ ]で示した市町村民税所得割額（両親の合算）で判断。

（私立高校の授業料

平均額(H28)）

その他の高校生等への支援等
平成30年度予算額 ２2億円（平成29年度予算額 24億円）

・ 高校中退者の学び直し支援や保護者の失職等による家計急変世帯の生徒への支援、海外の

日本人高校生への支援等。

就学支援金（118,800円）

・ マイナンバーに対応した事務処理システムの開発等。
平成30年度予算額 3億円（平成29年度予算額 4億円）

家計急変への対応（１／２国庫補助）

[市町村民税所得割額]
年収(円）※
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私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
の
授
業
料
減
免
へ
の
特
別
交
付
税
措
置

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

1
北
海
道

○
○

○
17

石
川
県

×
×

×
33

岡
山
県

×
×

×

2
青
森
県

○
○

○
18

福
井
県

○
○

○
34

広
島
県

○
○

○

3
岩
手
県

×
×

×
19

山
梨
県

×
×

×
35

山
口
県

×
○

○

4
宮
城
県

×
×

×
20

長
野
県

○
○

○
36

徳
島
県

○
○

○

5
秋
田
県

×
×

×
21

岐
阜
県

○
○

○
37

香
川
県

×
×

×

6
山
形
県

○
○

○
22

静
岡
県

×
×

×
38

愛
媛
県

×
×

×

7
福
島
県

○
○

○
23

愛
知
県

○
○

○
39

高
知
県

○
○

○

8
茨
城
県

○
○

○
24

三
重
県

○
○

○
40

福
岡
県

×
×

○

9
栃
木
県

×
×

×
25

滋
賀
県

×
×

×
41

佐
賀
県

○
○

○

10
群
馬
県

○
○

○
26

京
都
府

○
○

○
42

長
崎
県

×
×

×

11
埼
玉
県

○
○

○
27

大
阪
府

○
○

○
43

熊
本
県

○
○

○

12
千
葉
県

○
○

○
28

兵
庫
県

○
○

○
44

大
分
県

×
×

×

13
東
京
都

○
○

○
29

奈
良
県

○
○

○
45

宮
崎
県

×
×

×

14
神
奈
川
県

○
○

○
30
和
歌
山
県

×
×

×
46
鹿
児
島
県

×
×

×

15
新
潟
県

○
○

○
31

鳥
取
県

○
○

○
47

沖
縄
県

○
○

○

16
富
山
県

×
×

×
32

島
根
県

○
○

○
2
8

2
9

3
0

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

計

平
成
２
５
年
度
よ
り
、
都
道
府
県
が
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
の
授
業
料
減
免
補
助
に
要
し
た
経
費
の
一
部
に
対
し
て
、
特
別

交
付
税
を
措
置

⇒
平
成
２
９
年
度
現
在
、
３
０
の
都
道
府
県
に
お
い
て
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
へ
の
授
業
料
減
免
を
実
施

○
都
道
府
県
に
お
け
る
補
助
状
況

出
典
：
全
国
専
修
学
校
各
種
学
校
総
連
合
会
「
専
修
学
校
各
種
学
校
都
道
府
県
別
助
成
状
況
」
（
平
成
２
７
～
２
９
年
度
）
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経済財政運営と改革の基本方針2018
（平成30年6月15日閣議決定）抜粋①

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組
１．人づくり革命の実現と拡大
（１）人材への投資

②高等教育の無償化
高等教育の無償化の具体的措置については、次のとおりとする。

（無償化の対象範囲）
第一に、住民税非課税世帯（年収270 万円未満）の子供たちに対する授業料の減

免措置については、国立大学の場合はその授業料を免除し、公立大学の場合は、国立大
学の授業料を上限として対応を図る。また、私立大学の場合は、国立大学の授業料に加
え、私立大学の平均授業料と国立大学の授業料の差額の２分の１を加算した額までの
対応を図る。１年生に対しては、入学金について、国立大学の場合は免除し、公立大学の
場合は国立大学の入学金を上限とした措置とする。私立大学の場合は私立大学の入学
金の平均額を上限とした措置とする。短期大学、高等専門学校、専門学校は、大学に準
じて措置する。

第二に、給付型奨学金については、住民税非課税世帯の子供たちを対象に、学生が学
業に専念するため、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう措置を講じることとする。
他の学生との公平性の観点を踏まえ、社会通念上妥当なものとすることとし、具体的には、
日本学生支援機構「平成24年度、26年度、28年度学生生活調査」の経費区分に従い、
修学費、課外活動費、通学費、食費（自宅外生に限って自宅生分を超える額を措置。)
、住居・光熱費（自宅外生に限る。）、保健衛生費、通信費を含むその他日常費、授業
料以外の学校納付金（私立学校生に限る。）を計上、娯楽・嗜好費を除く。あわせて、
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下「大学等」という。）の受験料を計上
する。なお、高等専門学校については、寮生が多く学生生活費の実態に他の学校種と乖離
があるため、その実態に応じた額を措置する。

全体として支援の崖・谷間が生じないよう、住民税非課税世帯に準ずる世帯の子供た
ちについても、住民税非課税世帯の子供たちに対する支援措置に準じた支援を段階的に
行う。具体的には、年収300万円未満の世帯については住民税非課税世帯の子供たちに
対する授業料減免及び給付型奨学金の３分の２、年収300万円から年収380万円未
満の世帯については３分の１の額の支援を行い、給付額の段差をなだらかにする。

在学中に学生の家計が急変した場合については、急変後の所得に基づき、支援対象者
の要件を満たすかどうかを判定し、支援措置の対象とする。

（支援対象者の要件）
支援対象者については、大学等への進学前の段階における支援の決定に当たり、高等学

校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、レポートの提出や面談により本人の学習意欲
を確認する。他方、大学等への進学後については、その学習状況を毎年確認し、１年間に
取得が必要な単位数の６割以下の単位数しか取得していないときやＧＰＡ（平均成績）
等を用いた客観的指標により成績が下位４分の１に属するときは、当該学生に対して大学
等から警告を行い、警告を連続で受けたとき、退学処分・停学処分等を受けたときは、支給
を打ち切る。ただし、成績が下位４分の１に属するときに警告を連続で受ける場合においても、
斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例について検討を行う。
なお、手続を経て休学する場合には、いったん休止した支援を復学の際に再開することがで

きるようにする。
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経済財政運営と改革の基本方針2018
（平成30年6月15日閣議決定）抜粋②

（支援措置の対象となる大学等の要件）
支援措置の対象となる大学等は、急速に変わりゆく社会で活躍できる人材を育成するた

め、それぞれの特色や強み、社会のニーズ、産業界のニーズも踏まえ、学問追究と実践的
教育のバランスが取れている大学等とする。具体的には、次のとおりとする。

・ 実務経験のある教員（フルタイム勤務ではない者を含む。）が卒業に必要な単位数の
１割以上の単位に係る授業科目を担当するものとして配置され、学生がそれらを履修で
きる環境が整っていること（学問分野の特性等により、この要件を満たすことができないと
大学等が判断する場合については、大学等においてその理由や今後の実践的教育の取
組を説明しなければならない。）

・ 理事に産業界等の外部人材を複数任命していること
・ 授業計画（シラバス）の作成や評価の客観的指標を設定し、適正な成績管理を実

施・公表していること
・ 法令に則り、財務情報と教育活動（定員充足、進学・就職の状況）に係る情報を含

む経営情報を開示し、多くの国民が知ることができるようホームページ等により一般公開
していること。専門学校については、外部者が参画した学校評価の結果も経営情報の
一環として開示していること

（中間所得層に対する支援）
こうした低所得世帯に限定した支援措置、大学改革や教育研究の質の向上と併せて、

中間所得層における大学等へのアクセスの機会均等について検討を継続する。

- 20-



経済財政運営と改革の基本方針2018
（平成30年6月15日閣議決定）抜粋③

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組
１．人づくり革命の実現と拡大
（１）人材への投資

③大学改革
（高等専門学校、専門学校等における実践的な職業教育の推進）

高等専門学校教育の高度化を進めるとともに、大学・専門学校における専門教育プロ
グラムの開発、専門職大学の開設により、実践的な職業教育を進める。

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組
１．人づくり革命の実現と拡大
（１）人材への投資

④リカレント教育
（教育訓練給付の拡充）

専門実践教育訓練給付（７割助成）について、第４次産業革命スキル習得講座の
拡充や専門職大学課程の追加など、対象講座を大幅に拡大する。

また、一般教育訓練給付については、対象を拡大するとともに、ＩＴスキルなどキャリア
アップ効果の高い講座を対象に、給付率を２割から４割へ倍増する。特に、文部科学大
臣が認定した講座については、社会人が通いやすいように講座の最低時間を120時間から
60時間に緩和する。あわせて、受講者の大幅な増加のための対策を検討する。

様々な学校で得た単位を積み上げて卒業資格として認める仕組み（単位累積加算制
度）の活用を積極的に進める。

（産学連携によるリカレント教育）
新規かつ実践的で雇用対策として効果的で必要性の高いリカレント教育のプログラムの

開発を集中的に支援する。
○ 先行分野におけるプログラム開発

大学・専門学校・民間教育訓練機関に委託し、産学連携により、20 程度の分野（Ａ
Ｉ、センサー、ロボット、ＩｏＴを活用したものづくり、経営管理、農業技術、看護、保育、
企業インターンシップを取り入れた女性の復職支援等）において先行的にプログラムを開
発し、逐次全国展開する。
（後略）
○ 在職者向け教育訓練の拡充
（前略）

また、国（ポリテクセンター）及び都道府県（職業能力開発校）において実施している
在職者向けの教育訓練について、大学・専門学校等の民間教育訓練機関への委託を進
める。最新技術の知識・技能の習得・向上に関するものを対象に、教育訓練期間を２日
から５日程度のコースだけでなく、企業ニーズに応じコースを拡大する。
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未来投資戦略2018（平成30年6月15日閣議決定）抜粋①

第１ 基本的視座と重点施策
２．第４次産業革命技術がもたらす変化／新たな展開：「Society 5.0」
（5）「人材」が変わる

（前略）「人生100年時代」にふさわしい多様なリカレント教育と、デジタル技術を活用した
個別化学習、遠隔教育などを通じ、AI時代に対応できる能力を身につけることにより、老若男女
を問わず、あらゆる人々に、やりがいや、よりキャリアアップした仕事を選択するチャンスが与えられる。

４．経済構造革新への基盤づくり
（1）データ駆動型社会の共通インフラの整備

②AI時代に対応した人材育成と最適活用
AI時代には、高い数理能力でAI・データを理解し、使いこなす力に加えて、課題設定・解決

力や異質なものを組み合わせる力などのAIで代替しにくい能力で価値創造を行う人材が求めら
れることに鑑み、教育改革と産業界等の人材活用の面での改革を進めるとともに、「人生100年
時代」に対応したリカレント教育を大幅に拡充する。

第２ 具体的施策
Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり
[1]データ駆動型社会の共通インフラの整備
２．AI時代に対応した人材育成と最適活用

２－１．AI時代に求められる人材の育成・活用
（１）KPIの主な進捗状況

（２）政策課題と施策の目標
（前略）また、リカレント教育や優秀な人材の処遇の改善を促し、産業界等の人材活用を質・
量の両面で拡大する。

（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）大学等におけるAI人材供給の拡大
・ 産学連携によるAI 専門人材の育成や各分野の専門人材に対するデータサイエンス教育
などのAI 分野の専門人材育成拠点における取組の展開・普及により、大学等におけるAI 
専門人材の育成機能を強化する。

ⅳ）官民コンソーシアム等による産学連携教育の具体化
・ 課題解決型学習やインターンシップ等の実践的な産学連携教育のノウハウ等の共有等に
より、教育界と産業界が連携した実践的な教育を横断的に機能させるため、産業界と大
学、高等専門学校、専修学校の代表などを構成員とする官民コンソーシアムにおける取
組を夏までに本格的に稼働させる。

・ 官民コンソーシアム等では、産業界におけるAI・IT分野の人材ニーズを共有し、大学等に
おけるAI人材の育成に係る取組の充実を図る。また、企業等における処遇等につながる
ポイントや事例等についても共有し、AI・IT 分野についての学生や従業員の学びを促進
する。

・ 産学連携教育に対する企業の協力を引き出し、大学と企業とのマッチングを行うシステム
の構築など、産学連携した教育の仕組み等については、官民コンソーシアムの議論を踏
まえて、大学協議体や専修学校の人材育成協議会において検討し、具体化する。

《KPI》大学・専門学校等での社会人受講者数を2022年度までに100万人とする。
⇒2015年：約49万人

- 22-



第２ 具体的施策
Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり
[1]データ駆動型社会の共通インフラの整備
２．AI時代に対応した人材育成と最適活用

２－１．AI時代に求められる人材の育成・活用

（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅴ）大学等におけるリカレント教育等を活用したAI 人材等の裾野拡大
・ 大学や専修学校等における社会人向け短期教育プログラムや放送大学、MOOCs 等
を活用したオンライン講座などのリカレント教育を大幅に拡充するとともに、リカレントセン
ター等の設置や教育能力も含め質の高い実務家教員の確保、専門職大学院と産業界
との連携構築など、大学等でリカレント教育を行う体制を整備する。

・ 専門実践教育訓練給付について、専門職大学等の課程を対象とするとともに、大学の
「職業実践力育成プログラム」や専修学校の「職業実践専門課程」、AI・IT 分野等の
「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」等と連携し、AI 時代に求められる能力等
を身につけさせるために対象講座の拡大を図る。

２－２．人材の最適活用に向けた労働市場改革
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅲ）主体的なキャリア形成を支える労働市場のインフラ整備
②主体的なキャリア形成の支援
・ 出産・育児等でキャリアを中断した女性の職場復帰、非正規雇用からのキャリアアップ、
高等学校等の卒業後に就職した者の大学や専修学校等での学び直しなど、ライフス
テージに応じたキャリアアップを公的職業訓練や教育訓練給付により支援する。

２－３．外国人材の活躍促進
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）高度外国人材の受入れ促進
①外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組
・ 大学・企業・自治体等の連携の下、外国人留学生と中堅・中小企業双方の事情に
精通する専門家の活用等を通じ、地域の中堅・中小企業のニーズを踏まえた専門教育
や、ビジネス日本語・キャリア教育等日本企業への就職に際し求められるスキルを在学
中から習得させるとともに、インターンシップ、マッチング事業等を通じて国内企業への就
職につなげる仕組みを作る。（後略）

未来投資戦略2018（平成30年6月15日閣議決定）抜粋②
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第３期教育振興基本計画（平成30年6月15日閣議決定）

第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群 抜粋①

１．夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する
目標（５）社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成
○ 各学校段階における産業界とも連携したキャリア教育・職業教育の推進
・ （前略）専修学校においては、企業等と密接に連携した「職業実践専門課程」を中心に、専
修学校全体の質保証・向上を推進するとともに、組織的・自立的な教育活動展開のための産
学官連携の体制づくりのための取組を進める。

○ 高等教育機関における実践的な職業教育の推進
・ 理論にも裏付けられた高度な実践力を強みとして、専門業務を牽引することができ、かつ、変化
に対応しつつ、新たなモノやサービスを創り出すことができる専門職業人の養成を図るよう、新たな
高等教育機関である専門職大学及び専門職短期大学並びに大学・短期大学の専門職学科に
ついて、平成31（2019）年度からの制度施行に向け、必要な準備を進める。
・ 大学や専門学校等における産業界と連携した実践的な教育を進めるため、「職業実践力育
成プログラム」や「職業実践専門課程」の認定制度の活用を促進する。

２．社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する
目標（７）グローバルに活躍する人材の育成
○ 外国人留学生の受入れ環境の整備
・ 優秀な外国人留学生を確保し、内なる国際化を推進するため、大学や専修学校等における、
国際通用性の高い教育組織・環境の整備、日本語指導の充実などの推進を図る。関係府省庁
連携の下、渡日から帰国後まで一貫した日本留学サポートを実現できるよう、日本への留学を希
望する外国人への情報発信や、奨学金等の経済的支援、外国人留学生に対する企業と連携し
た就職支援等を行い、戦略的な外国人留学生の確保を推進する。

目標（９）スポーツ・文化等多様な分野の人材の育成
○ 我が国の多様な成長分野の発展を担う専門人材の育成
・ 大学、専門学校等において、観光、農業、食、デザイン、ファッション、ヘルスケア、IT・コンテ
ンツなど、我が国の多様な分野の発展を牽引する専門人材の育成に向け、関係府省や産業
界と連携して、実践的な教育プログラムの開発等に取り組む。

３．生涯学び、活躍できる環境を整える
目標（10）人生100年時代を見据えた生涯学習の推進
○ 女性活躍推進のためのリカレント教育の強化
・ 女性が、結婚や出産等の様々な人生の節目も踏まえつつ、個性と能力を十分に発揮できるよう、
大学等におけるリカレント教育や各種の認定教育プログラム等を活用した能力開発など、学びを
通じた主体的なキャリア形成を推進し、復職や再就職、起業等を円滑に成し遂げられる社会を実
現する。併せて、産業界への働きかけ等を通じて、学びを通じたキャリア形成を促進する機運を醸
成する。
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第３期教育振興基本計画（平成30年6月15日閣議決定）

第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群 抜粋②

３．生涯学び、活躍できる環境を整える
目標（12）職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に付けるための社会人の学び直しの

推進

○ 教育機関における産業界と連携した実践的な教育カリキュラムの編成・実施
・ 大学や専門学校等における産業界と連携した実践的な教育を進めるため、「職業実践力育
成プログラム」や「職業実践専門課程」の認定制度の活用を促進するとともに、社会人等が自ら
の知識や経験を還元して学びあうなど、社会人のニーズにこたえる教育プログラムの開発・実証
を推進する。

○ 社会人が働きながら学べる学習環境の整備
・ 放送大学において放送授業等に加えてオンライン授業の充実を図るとともに、放送大学を学び
直しの機会を提供する先導的役割を果たす高等教育機関として位置付け、そのノウハウや技術を
生かした、他大学・大学院、企業、行政等との連携によるプログラムの提供や各大学・大学院のプ
ログラム開発への協力を促進する。
・ 長期履修学生制度や履修証明制度の活用促進、複数の教育機関による単位の累積による
学位授与の拡大に向けた検討や、大学・大学院や専門学校における社会人等向け短期プログラ
ムの大臣認定制度の創設を行うとともに、通信講座やe-ラーニングの積極的活用等による学び
直し講座の開設等を促進することにより、時間的制約の多い社会人でも学びやすい環境を整備
する。
・ 学ぶ意欲を持つ社会人が、社会人向けの教育プログラムの開設状況や学びの支援制度、検定
や資格等に関する情報に、効率的にアクセスすることができるよう、関係機関の情報発信の質の向
上を図る。

○ 経済的な支援の実施
・ 学び直しの支援のための奨学金制度の弾力的運用を実施するとともに、教育訓練給付なども
含め、関係府省が連携して経済的な支援制度の利用促進を図る。

○ 労働者の学びに関する企業側の理解促進
・ 関係府省が連携し、社会人学生の就職支援の強化、企業や業界における職業能力の評価、
教育訓練休暇制度等の導入や、大学や専門学校等におけるプログラムの活用に対する働きかけ、
働き方改革の着実な実施を通じ、学んだ成果の活用や仕事への接続を推進する。

（参考指標）
・大学・専門学校等での社会人受講者数を100万人にする
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第３期教育振興基本計画（平成30年6月15日閣議決定）

第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群 抜粋③

４．誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する
目標（14）家庭の経済状況や地理的条件への対応
○ 教育へのアクセスの向上、教育費負担の軽減に向けた経済的支援
・ 子供たちの誰もが、家庭の経済事情にかかわらず、未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって
頑張ることができるよう、教育費の負担軽減を図る。
幼児教育に係る教育費について、３歳から５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定

こども園の費用を無償化する。消費税率引き上げの時期との関係で増収額に合わせて、平成31
（2019）年４月から一部をスタートし、平成32（2020）年４月から全面的に実施する。
義務教育に係る教育費について、国公立学校の授業料や国公私立学校の教科書が無償とさ

れていることに加え、経済的困難を抱える家庭に対して就学援助を引き続き実施し、適切な教育
機会の確保を図る。また、私立小中学校等に通う児童生徒への支援に関する調査研究を進める。
後期中等教育段階に係る教育費について、高等学校等の授業料を高等学校等就学支援金によ
り支援するとともに、低所得世帯の授業料以外の教育費について、高校生等奨学給付金による負
担軽減を図る。年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化（現行
の高等学校等就学支援金の拡充）については、消費税使途変更による、現行制度・予算の見直
しにより活用が可能となる財源をまず確保する。その上で、消費税使途変更後の平成32
（2020）年度までに、現行制度の平年度化等に伴い確保される財源など、引き続き、政府全体と
して安定的な財源を確保しつつ、家庭の経済状況にかかわらず、幅広く教育を受けられるようにする
観点から、年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化を実現する。
高等教育段階に係る教育費について、貸与基準を満たす希望者全員への無利子奨学金の

貸与に加え、真に必要な子供たちに限って平成32（2020）年４月から高等教育の無償化を
実現するため、授業料の減免措置の拡充と併せ、給付型奨学金の支給額を大幅に増やす。また、
大学改革や教育研究の質の向上と併せて、HECS82等諸外国の事例も参考としつつ、中間所得
層におけるアクセスの機会均等について検討する。
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